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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノードとカソード間に挟持された電解質膜での電極反応によって発電する燃料電池と
、モータを駆動源とする空気供給装置からの空気を前記燃料電池のカソードに供給する空
気系とを備えた燃料電池システムにおいて、
　前記空気供給装置のモータのトルクが当該モータの能力を超えないように制限するため
の目標制限トルクを設定する目標制限トルク設定手段と、
　前記空気供給装置のモータの現在のトルク値を検出あるいは推定するモータトルク検出
手段と、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値とに応じて、前記燃料電池からの取出
電力または取出電流を制限する出力制限手段と、を有し、
　前記出力制限手段は、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値と、の偏差に応じて、前記目標制限ト
ルクを補正して第２の目標制限トルクを算出する入力制限トルク補正部と、
　前記第２の目標制限トルクに応じて電力制限値または電流制限値を算出する出力制限値
演算部と、
　前記出力制限値演算部で算出された電力制限値または電流制限値に基づいて前記燃料電
池からの取出電力または取出電流を制限する制限部と、
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　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項２】
　アノードとカソード間に挟持された電解質膜での電極反応によって発電する燃料電池と
、モータを駆動源とする空気供給装置からの空気を前記燃料電池のカソードに供給する空
気系とを備えた燃料電池システムにおいて、
　前記空気供給装置のモータのトルクが当該モータの能力を超えないように制限するため
の目標制限トルクを設定する目標制限トルク設定手段と、
　前記空気供給装置のモータの現在のトルク値を検出あるいは推定するモータトルク検出
手段と、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値とに応じて、前記燃料電池からの取出
電力または取出電流を制限する出力制限手段と、を有し、
　前記出力制限手段は、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクに応じて電力制限値または電
流制限値を算出する出力制限値演算部と、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値と、の偏差に応じて、前記出力制限値
演算部で算出された電力制限値または電流制限値を補正する出力制限値補正部と、
　前記出力制限値補正部で補正された電力制限値または電流制限値に基づいて前記燃料電
池からの取出電力または取出電流を制限する制限部と、
　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項３】
　前記空気供給装置のモータの回転数を検出するモータ回転数検出手段をさらに備え、
　前記目標制限トルク設定手段は、前記モータ回転数検出手段で検出されたモータの回転
数に応じて前記目標制限トルクを設定することを特徴とする請求項１または２の何れかに
記載の燃料電池システム。
【請求項４】
　前記空気供給装置のモータの目標回転数を演算するモータ目標回転数演算手段をさらに
備え、
　前記目標制限トルク設定手段は、前記モータ目標回転数演算手段で演算されたモータの
目標回転数に応じて前記目標制限トルクを設定することを特徴とする請求項１または２の
何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項５】
　前記目標制限トルク設定手段は、前記モータ回転数検出手段で検出されたモータの回転
数に補正をかけた出力、または前記モータ目標回転数演算手段で演算されたモータの目標
回転数に補正をかけた出力に応じて前記目標制限トルクを設定することを特徴とする請求
項３または４の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項６】
　大気圧を検出する大気圧検出手段をさらに備え、
　前記出力制限手段の出力制限値演算部は、前記目標制限トルク設定手段で設定された目
標制限トルクまたは前記入力制限トルク補正部で算出された第２の目標制限トルクと、前
記大気圧検出手段で検出された大気圧とに応じて、前記電力制限値または電流制限値を算
出することを特徴とする請求項１または２の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項７】
　前記出力制限手段の出力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記目標制限ト
ルク設定手段で設定された目標制限トルクと前記モータトルク検出手段で検出あるいは推
定された現在のモータトルク値との偏差と、当該偏差の積分値であって下限値のリミッタ
が設定された積分値とに応じて、前記補正の際の補正量を求めることを特徴とする請求項
１乃至６の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項８】
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　前記出力制限手段の出力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記モータトル
ク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、前記目標制限トルク設定
手段で設定された目標制限トルクよりも所定値だけ低い値に設定された第１の閾値以上と
なったときに、前記補正のための演算を実施することを特徴とする請求項１乃至７の何れ
か１項に記載の燃料電池システム。
【請求項９】
　前記出力制限手段の出力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記補正のため
の演算を実施した後、前記モータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータ
トルク値が、前記第１の閾値よりも低い値に設定された第２の閾値未満となったときに、
前記補正のための演算を終了することを特徴とする請求項８に記載の燃料電池システム。
【請求項１０】
　前記出力制限手段の出力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記モータトル
ク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、前記目標制限トルク設定
手段で設定された目標制限トルクよりも所定値だけ高い値に設定された第３の閾値以上と
なったときに、前記補正のための演算を実施することを特徴とする請求項１乃至７の何れ
か１項に記載の燃料電池システム。
【請求項１１】
　前記出力制限手段の出力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記補正のため
の演算を実施した後、前記モータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータ
トルク値が、前記第３の閾値よりも低い値に設定された第４の閾値未満となったときに、
前記補正のための演算を終了することを特徴とする請求項１０に記載の燃料電池システム
。
【請求項１２】
　前記出力制限手段の出力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記補正のため
の演算を終了した後、次の演算を実施するまでの間は、前回の積分値を保持することを特
徴とする請求項９または１１の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項１３】
　前記燃料電池のカソードに供給される空気の圧力を決定あるいは検出する空気圧力検出
手段をさらに備え、
　前記出力制限手段は、前記出力制限値補正部で補正された電力制限値または電流制限値
、または前記出力制限値演算部で算出された電力制限値または電流制限値を、前記空気圧
力検出手段で決定あるいは検出された空気圧力に応じて補正する空気圧力対応補正部をさ
らに有することを特徴とする請求項１乃至１２の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項１４】
　前記燃料電池のカソードに供給される空気の流量を決定あるいは検出する空気流量検出
手段をさらに備え、
　前記出力制限手段は、前記出力制限値補正部で補正された電力制限値または電流制限値
、または前記出力制限値演算部で算出された電力制限値または電流制限値を、前記空気流
量検出手段で決定あるいは検出された空気流量に応じて補正する空気流量対応補正部をさ
らに有することを特徴とする請求項１乃至１３の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項１５】
　前記燃料電池のカソードに供給される空気の温度を検出する空気温度検出手段をさらに
備え、
　前記出力制限手段は、前記出力制限値補正部で補正された電力制限値または電流制限値
、または前記出力制限値演算部で算出された電力制限値または電流制限値を、前記空気温
度検出手段で検出された空気温度に応じて補正する空気温度対応補正部をさらに有するこ
とを特徴とする請求項１乃至１４の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項１６】
　前記目標制限トルク設定手段は、前記目標制限トルクとして時間定格制限トルクと連続
定格制限トルクとの２種類の目標制限トルクを設定し、前記モータトルク検出手段で検出
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あるいは推定された現在のモータトルク値が前記連続定格制限トルクを超えている状態が
所定時間継続したときに、前記目標制限トルクを前記時間定格制限トルクから前記連続定
格制限トルクに切り替えることを特徴とする請求項１乃至１５の何れか１項に記載の燃料
電池システム。
【請求項１７】
　アノードとカソード間に挟持された電解質膜での電極反応によって発電する燃料電池と
、モータを駆動源とする空気供給装置からの空気を前記燃料電池のカソードに供給する空
気系とを備えた燃料電池システムにおいて、
　前記空気供給装置のモータのトルクが当該モータの能力を超えないように制限するため
の目標制限トルクを設定する目標制限トルク設定手段と、
　前記空気供給装置のモータの現在のトルク値を検出あるいは推定するモータトルク検出
手段と、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値とに応じて、前記燃料電池のカソード
に供給する空気の圧力に制限をかける空気圧力制限手段と、を有し、
　前記空気圧力制限手段は、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値と、の偏差に応じて、前記目標制限ト
ルクを補正して第２の目標制限トルクを算出する入力制限トルク補正部と、
　前記第２の目標制限トルクに応じて空気圧力制限値を算出する空気圧力制限値演算部と
、
　前記空気圧力制限値演算部で算出された空気圧力制限値に基づいて前記燃料電池のカソ
ードに供給する空気の圧力に制限をかける制限部と、
　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項１８】
　アノードとカソード間に挟持された電解質膜での電極反応によって発電する燃料電池と
、モータを駆動源とする空気供給装置からの空気を前記燃料電池のカソードに供給する空
気系とを備えた燃料電池システムにおいて、
　前記空気供給装置のモータのトルクが当該モータの能力を超えないように制限するため
の目標制限トルクを設定する目標制限トルク設定手段と、
　前記空気供給装置のモータの現在のトルク値を検出あるいは推定するモータトルク検出
手段と、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値とに応じて、前記燃料電池のカソード
に供給する空気の圧力に制限をかける空気圧力制限手段と、を有し、
　前記空気圧力制限手段は、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクに応じて空気圧力制限値を算
出する空気圧力制限値演算部と、
　前記目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと、前記モータトルク検出手
段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値と、の偏差に応じて、前記空気圧力制
限値演算部で算出された空気圧力制限値を補正する空気圧力制限値補正部と、
　前記空気圧力制限値補正部で補正された空気圧力制限値に基づいて前記燃料電池のカソ
ードに供給する空気の圧力に制限をかける制限部と、
　を有することを特徴とする燃料電池システム。
【請求項１９】
　前記空気供給装置のモータの回転数を検出するモータ回転数検出手段をさらに備え、
　前記目標制限トルク設定手段は、前記モータ回転数検出手段で検出されたモータの回転
数に応じて前記目標制限トルクを設定することを特徴とする請求項１７または１８の何れ
かに記載の燃料電池システム。
【請求項２０】
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　前記空気供給装置のモータの目標回転数を演算するモータ目標回転数演算手段をさらに
備え、
　前記目標制限トルク設定手段は、前記モータ目標回転数演算手段で演算されたモータの
目標回転数に応じて前記目標制限トルクを設定することを特徴とする請求項１７または１
８の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項２１】
　前記目標制限トルク設定手段は、前記モータ回転数検出手段で検出されたモータの回転
数に補正をかけた出力、または前記モータ目標回転数演算手段で演算されたモータの目標
回転数に補正をかけた出力に応じて前記目標制限トルクを設定することを特徴とする請求
項１９または２０の何れかに記載の燃料電池システム。
【請求項２２】
　大気圧を検出する大気圧検出手段をさらに備え、
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値演算部は、前記目標制限トルク設定手段で設定
された目標制限トルクまたは前記入力制限トルク補正部で算出された第２の目標制限トル
クと、前記大気圧検出手段で検出された大気圧とに応じて、前記空気圧力制限値を算出す
ることを特徴とする請求項１７乃至２１の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項２３】
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記目
標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクと前記モータトルク検出手段で検出あ
るいは推定された現在のモータトルク値との偏差と、当該偏差の積分値であって下限値の
リミッタが設定された積分値とに応じて、前記補正の際の補正量を求めることを特徴とす
る請求項１７乃至２２の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項２４】
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記モ
ータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、前記目標制限ト
ルク設定手段で設定された目標制限トルクよりも所定値だけ低い値に設定された第１の閾
値以上となったときに、前記補正のための演算を実施することを特徴とする請求項１７乃
至２３の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項２５】
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記補
正のための演算を実施した後、前記モータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在
のモータトルク値が、前記第１の閾値よりも低い値に設定された第２の閾値未満となった
ときに、前記補正のための演算を終了することを特徴とする請求項２４に記載の燃料電池
システム。
【請求項２６】
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記モ
ータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、前記目標制限ト
ルク設定手段で設定された目標制限トルクよりも所定値だけ高い値に設定された第３の閾
値以上となったときに、前記補正のための演算を実施することを特徴とする請求項１７乃
至２３の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項２７】
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記補
正のための演算を実施した後、前記モータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在
のモータトルク値が、前記第３の閾値よりも低い値に設定された第４の閾値未満となった
ときに、前記補正のための演算を終了することを特徴とする請求項２６に記載の燃料電池
システム。
【請求項２８】
　前記空気圧力制限手段の空気圧力制限値補正部または入力制限トルク補正部は、前記補
正のための演算を終了した後、次の演算を実施するまでの間は、前回の積分値を保持する
ことを特徴とする請求項２５または２７の何れかに記載の燃料電池システム。
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【請求項２９】
　前記燃料電池のカソードに供給される空気の流量を決定あるいは検出する空気流量検出
手段をさらに備え、
　前記空気圧力制限手段は、前記空気圧力制限値補正部で補正された空気圧力制限値、ま
たは前記空気圧力制限値演算部で算出された空気圧力制限値を、前記空気流量検出手段で
決定あるいは検出された空気流量に応じて補正する空気流量対応補正部をさらに有するこ
とを特徴とする請求項１７乃至２８の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項３０】
　前記燃料電池のカソードに供給される空気の温度を検出する空気温度検出手段をさらに
備え、
　前記空気圧力制限手段は、前記空気圧力制限値補正部で補正された空気圧力制限値、ま
たは前記空気圧力制限値演算部で算出された空気圧力制限値を、前記空気温度検出手段で
検出された空気温度に応じて補正する空気温度対応補正部をさらに有することを特徴とす
る請求項１７乃至２９の何れか１項に記載の燃料電池システム。
【請求項３１】
　前記目標制限トルク設定手段は、前記目標制限トルクとして時間定格制限トルクと連続
定格制限トルクとの２種類の目標制限トルクを設定し、前記モータトルク検出手段で検出
あるいは推定された現在のモータトルク値が前記連続定格制限トルクを超えている状態が
所定時間継続したときに、前記目標制限トルクを前記時間定格制限トルクから前記連続定
格制限トルクに切り替えることを特徴とする請求項１７乃至３０の何れか１項に記載の燃
料電池システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水素及び空気の供給により発電する燃料電池を備えた燃料電池システムに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池システムは、燃料電池のアノードに燃料となる水素、カソードに酸化剤となる
空気を供給し、これらアノードとカソード間に挟持された電解質膜で電極反応を生じさせ
ることによって発電電力を得る発電システムである。このような燃料電池システムは、ク
リーンな排気や高エネルギ効率を実現できることから、例えば車両用駆動源などの用途に
大きな期待が寄せられている。
【０００３】
　ところで、例えば車両などに搭載される燃料電池システムでは、通常、コンプレッサ等
で大気を吸入、加圧して燃料電池のカソードに供給するようにしているが、例えば高地の
ような大気圧が低い場所を車両が走行する場合にはコンプレッサで吸入する空気密度が低
下しているため、コンプレッサモータのトルクや回転数を通常時よりも増大させる必要が
生じる。このとき、コンプレッサモータの能力を超えるような回転数やトルクを当該コン
プレッサモータに要求して、燃料電池から大電流を取り出そうとすると、コンプレッサモ
ータの故障や燃料電池の耐久性低下などを招いてしまうことになる。そこで、大気圧を検
出して、検出した大気圧に応じて燃料電池からの取出電流を制限することで、コンプレッ
サや燃料電池を保護するといった技術も提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００２－３５２８３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、燃料電池システムにおいて空気供給装置として使用されるコンプレッサ
は、必ずしもその性能が一定となっているわけではなく、性能に多少のばらつきが見られ
るのが現状である。そのため、コンプレッサの性能のばらつきを考慮して、コンプレッサ
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モータの能力を超えるような回転数やトルクが要求されることを確実に回避するためには
、燃料電池からの取出電流の制限をきつめにかける設定としておく必要があり、過剰な制
限となって動力性能低下の要因となっている場合が多かった。
【０００５】
　本発明は、以上のような従来の実情に鑑みて創案されたものであって、空気供給装置の
性能に応じて最適なモータのトルク制御を行い、過剰な出力制限をかけることなく、空気
供給装置や燃料電池の保護を確実に図ることができる燃料電池システムを提供することを
目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る燃料電池システムは、モータの回転数などに応じて設定される目標制限ト
ルクだけでなく、現在のモータトルク値もパラメータとして用いて、燃料電池からの取出
電力または取出電流を制限することで、前記課題を解決する。すなわち、本発明の燃料電
池システムは、目標制限トルク設定手段と、モータトルク検出手段と、出力制限手段とを
備え、出力制限手段が、目標制限トルク設定手段で設定された目標トルクと、モータトル
ク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値とに応じて、燃料電池からの
取出電力または取出電流に制限をかけるようにしている。
【０００７】
　また、本発明に係る他の燃料電池システムは、モータの回転数などに応じて設定される
目標制限トルクだけでなく、現在のモータトルク値もパラメータとして用いて、燃料電池
のカソードに供給する空気の圧力を制限することで、前記課題を解決する。すなわち、本
発明の燃料電池システムは、目標制限トルク設定手段と、モータトルク検出手段と、空気
圧力制限手段とを備え、空気圧力制限手段が、目標制限トルク設定手段で設定された目標
トルクと、モータトルク検出手段で検出あるいは推定された現在のモータトルク値とに応
じて、燃料電池のカソードに供給する空気の圧力に制限をかけるようにしている。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の燃料電池システムによれば、空気供給装置の性能に応じて最適なモータのトル
ク制御が行われるので、過剰な出力制限をかけることによる動力性能低下などの問題を有
効に回避しながら、空気供給装置や燃料電池の保護を確実に図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明を適用した燃料電池システムの具体的な実施形態について、図面を参照し
ながら詳細に説明する。
【００１０】
　（第１の実施形態）
　第１の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図１に示す。本実施形態の燃料電池シ
ステムは、例えば車両に搭載されて車両の動力源として用いられるものであり、発電を行
う燃料電池１を備える。
【００１１】
　燃料電池１は、水素が供給されるアノード（燃料極）と空気が供給されるカソード（酸
化剤極）とが電解質を挟んで重ね合わされて発電セルが構成されるとともに、複数の発電
セルが多段積層されたスタック構造を有し、電解質での電極反応により化学エネルギを電
気エネルギに変換するものである。この燃料電池１の各発電セルでは、アノードに供給さ
れた水素が水素イオンと電子とに分離される反応が起き、水素イオンは電解質を通り、電
子は外部回路を通って電力を発生させ、カソード側にそれぞれ移動する。カソードでは、
供給された空気中の酸素と電解質を通って移動した水素イオン及び電子が反応して水が生
成され、外部に排出される。すなわち、燃料電池１では、以下に示す電極反応が進行し、
電力が発電される。
【００１２】
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　アノード（燃料極）：　Ｈ２→２Ｈ＋＋２ｅ－　　　　　　　　　　　　（１）
　カソード（酸化剤極）：　２Ｈ＋＋２ｅ－＋（１／２）Ｏ２→Ｈ２Ｏ　　 （２）
　燃料電池１の電解質としては、高エネルギ密度化、低コスト化、軽量化等を考慮して、
例えば固体高分子電解質膜が用いられる。固体高分子電解質膜は、例えばフッ素樹脂系イ
オン交換膜等、イオン（プロトン）伝導性の高分子膜からなるものであり、飽和含水する
ことによりイオン伝導性電解質として機能する。
【００１３】
　以上のように、燃料電池１で発電を行うには、この燃料電池１のカソードに酸化剤ガス
である空気、アノードに燃料ガスである水素をそれぞれ供給する必要があり、そのための
機構が空気供給系及び水素供給系である。
【００１４】
　ここで、空気供給系は、外気を吸入し燃料電池１のカソードに空気を圧送するためのコ
ンプレッサ（空気供給装置）２、空気供給管３、カソード排ガスを排出するための空気排
気管４、及び空気調圧弁５を備えた構成とされている。空気は、前記コンプレッサ２によ
り加圧して空気供給管３に送り込まれ、燃料電池１のカソードに供給される。燃料電池１
で消費されなかった酸素及び空気中の他の成分は、空気排気管４から大気中に排出される
。また、カソードの空気圧は、圧力センサ６によって検出され、空気調圧弁５を駆動する
ことにより制御される。
【００１５】
　水素供給系は、例えば、水素供給源である水素タンクから取り出した高圧水素を減圧弁
、水素調圧弁を介して圧力調整し、水素供給管から燃料電池１のアノードに供給する構成
とされている。なお、水素供給系は、本発明に直接かかわる部分ではないので、図示及び
詳細な説明を省略する。
【００１６】
　本実施形態の燃料電池システムにおいて、燃料電池１で発生した電力（電流）は、パワ
ーマネージャ７により取り出され、例えば車両の駆動モータなどに供給される。そして、
本実施形態の燃料電池システムは、このパワーマネージャ７による燃料電池１からの電力
（電流）の取り出しを制御するための制御系として、モータトルク検出手段８、コンプレ
ッサ回転数検出手段９、目標制限トルク設定手段１０、大気圧センサ１１、出力制限手段
１２を備える。
【００１７】
　モータトルク検出手段８は、コンプレッサ２の駆動源であるコンプレッサモータの現在
のトルク値を検出あるいは推定するものである。具体的には、このモータトルク検出手段
８は、例えば、モータ駆動電流などからコンプレッサモータの現在のトルク値を推定し、
あるいは、トルクセンサなどを用いて、コンプレッサモータの現在のトルク値を検出する
。
【００１８】
　コンプレッサ回転数検出手段９は、コンプレッサモータの回転数（すなわち、コンプレ
ッサ２の回転数）を検出するものである。具体的には、このコンプレッサ回転数検出手段
９は、例えば、レゾルバやエンコーダなどのセンサを用いて、コンプレッサモータの回転
数を検出する。
【００１９】
　目標制限トルク設定手段１０は、コンプレッサモータのトルクが当該コンプレッサモー
タの能力を超えないように制限するための目標制限トルクを設定するものである。具体的
には、この目標制限トルク設定手段１０は、例えば、図２のようなコンプレッサモータの
回転数と上限トルクとの関係を表すマップを用い、コンプレッサ回転数検出手段９によっ
て検出されたコンプレッサモータの回転数に応じて、当該回転数のときにコンプレッサモ
ータで出力可能な上限トルクを目標制限トルクとして設定する。
【００２０】
　なお、このとき、目標制限トルク設定手段１０は、コンプレッサ回転数検出手段９によ
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って検出されたコンプレッサモータの回転数をそのままマップの入力値として用いるので
はなく、図２に示すように、一次遅れフィルタを用いてコンプレッサ回転数検出手段９に
よって検出されたコンプレッサモータの回転数に補正をかけた出力をマップの入力値とし
て目標制限トルクを設定することが望ましい。
【００２１】
　すなわち、本実施形態の燃料電池システムでは、後述するように、この目標制限トルク
設定手段１０で設定された目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推
定されたコンプレッサモータの現在のトルク値とに応じて、出力制限手段１２によって燃
料電池１からの取出電流が制限されるが、燃料電池１からの取出電流が制限されると、空
気流量が減少するのでコンプレッサモータの回転数が下がり、それに応じて目標制限トル
クが上がるので、燃料電池１からの取出電流の制限が緩和されることになる。そして、燃
料電池１からの取出電流の制限が緩和されると、コンプレッサモータの回転数が上がって
、それに応じて目標制限トルクが下がり、燃料電池１からの取出電流の制限がきつくかか
るようになるといった現象が繰り返されることになる。このため、目標制限トルクの演算
と燃料電池１からの取出電流制限の演算とが干渉して、取出電流制限にハンチングを生じ
させてしまう要因となることが懸念されるが、上述したように、コンプレッサ回転数検出
手段９によって検出されたコンプレッサモータの回転数に一次遅れフィルタを用いて補正
をかけた出力に応じて目標制限トルクを設定するようにすれば、コンプレッサモータの回
転数の変動をなまして、目標制限トルクの演算と燃料電池１からの取出電流制限値の演算
との干渉を回避することができ、取出電流制限にハンチングを生じさせるといった問題を
有効に抑制することが可能となる。
【００２２】
　大気圧センサ１１は、大気圧を検出する圧力センサである。この大気圧センサ１１は出
力制限手段１２に接続されており、当該大気圧センサ１１によって検出された大気圧の情
報は、出力制限手段１２に入力される。
【００２３】
　出力制限手段１２は、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクと、モ
ータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のトルク値と
に応じて、燃料電池１からの取出電流に制限をかけるものであり、入力制限トルク補正部
１２ａ、出力制限値演算部１２ｂ、制限部１２ｃを有する。なお、ここでは、出力制限手
段１２が、燃料電池１からの取出電流に制限をかけるものとして説明するが、電流と電圧
の双方、すなわち燃料電池１からの取出電力に制限をかけるようにしてもよい。燃料電池
１からの取出電力に制限をかける場合も、制御の内容は、燃料電池１からの取出電流に制
限をかける場合と同様である。
【００２４】
　入力制限トルク補正部１２ａは、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標
制限トルクと、モータトルク検出手段８によって検出あるいは推定された現在のモータト
ルク値との偏差に応じて、出力制限値演算部１２ｂでの演算に用いる目標制限トルクを補
正して、第２の目標制限トルクとして算出するものである。
【００２５】
　出力制限値演算部１２ｂは、入力制限トルク補正部１２ａによって算出された第２の目
標制限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧に応じて、燃料電池１から
の取出電流を制限するための電流制限値を算出するものである。
【００２６】
　制限部１２ｃは、燃料電池１からの目標取出電流を、出力制限値演算部１２ｂで算出さ
れた電流制限値に制限するものである。すなわち、制限部１２ｃは、例えば駆動モータの
動作状況などに応じて燃料電池１に要求される目標取出電流が、出力制限値演算部１２ｂ
で算出された電流制限値よりも小さければ、当該目標取出電流を取出電流指令値としてパ
ワーマネージャ７に出力し、目標取出電流が電流制限値よりも大きければ、電流制限値を
取出電流指令値としてパワーマネージャ７に出力する。これにより、燃料電池１からの取
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出電流が、電流制限値に制限されることになる。
【００２７】
　出力制限手段１２における制御の具体例を図３に示す。この図３に示す例において、入
力制限トルク補正部１２ａは、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルク
とモータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差に応
じた入力トルク補正値を求め、この入力トルク補正値を用いて目標制限トルク設定手段１
０で設定された目標制限トルクを補正することで、第２の目標制限トルクを算出する。そ
して、この第２の目標制限トルクを出力制限値演算部１２ｂに入力する。
【００２８】
　出力制限値演算部１２ｂは、例えば、燃料電池１からの取出電流値とその電流値を燃料
電池１から取り出せるようにするためにコンプレッサモータに要求される必要トルクとの
関係を大気圧毎に表したマップを用い、入力制限トルク補正部１２ａから入力された第２
の目標制限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧とに基づいて、現在の
大気圧でコンプレッサモータのモータトルクを第２の目標制限トルクに制限したときに燃
料電池１から取り出すことが可能な電流値を、電流制限値として算出する。
【００２９】
　制限部１２ｃは、燃料電池１の目標取出電流と、出力制限値演算部１２ｂで算出された
電流制限値をセレクトローして、取出電流指令値としてパワーマネージャ７に出力するこ
とによって、燃料電池１からの取出電流を制限する。
【００３０】
　ここで、出力制限値演算部１２ｂでの演算に用いられるマップは、例えば図４に示すよ
うな手法で作成される。すなわち、燃料電池１からの取出電流に応じて燃料電池１のカソ
ードに供給する空気流量と圧力（カソード運転圧力）を定める。コンプレッサ２から燃料
電池１までの空気系圧損は供給空気流量によって決まるので、空気系圧損とカソード運転
圧力から、コンプレッサ２における吐出空気圧力が決まる。そして、大気圧とコンプレッ
サ２の吐出空気圧力からコンプレッサ入出の圧力比が決まり、コンプレッサモータの必要
トルクが求まる。この必要トルクをグラフ横軸（マップ入力値）とし、燃料電池１からの
取出電流をグラフ縦軸（マップ出力値）とし、これを大気圧毎に作成すれば、出力制限の
マップが完成する。
【００３１】
　このように、出力制限値演算部１２ｂで演算に用いられるマップは、燃料電池１からの
取出電流とコンプレッサモータの必要トルクに基づいて設計されており、モータトルク検
出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモータトルク値が、目標
制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクからずれた場合には、ずれたトルク
偏差をマップの入力に戻して補正することによって、コンプレッサモータのモータトルク
値を目標制限トルクに近づかせることができる。
【００３２】
　燃料電池１からの取出電流の制限と、その制限によるコンプレッサモータのモータトル
クの応答との関係を図５に示す。なお、図５（ａ）は、目標制限トルク設定手段１０で設
定された目標制限トルクを補正することなくマップ入力値として電流制限値を求める場合
の例であり、図５（ｂ）は、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクを
コンプレッサモータの現在のモータトルク値との偏差に応じて補正した上でマップ入力値
として電流制限値を求める場合の例である。
【００３３】
　図５（ａ）に示す例では、コンプレッサ２やコンプレッサモータの性能ばらつき、さら
には経時劣化などに応じて、コンプレッサモータのモータトルク値が目標制限トルクを超
えることがある。したがって、この図５（ａ）に示す例では、コンプレッサモータのモー
タトルク値が目標制限トルクを超えないようにするためには、目標制限トルクに応じて電
流制限がきつめに掛かるように出力制限のマップを設定しなくてはならない。
【００３４】



(11) JP 4910345 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

　これに対して、図５（ｂ）に示す例では、設定されている目標制限トルクとコンプレッ
サモータの現在のモータトルク値との偏差を、出力制限値演算部１２ｂでの演算に用いる
マップの入力トルクに上のせすることによって、燃料電池１からの取出電流がさらに制限
されて、モータトルク値のオーバーシュートを軽減できる。したがって、この図５（ｂ）
に示す例では、コンプレッサやコンプレッサモータの性能ばらつきなどを考慮して、あら
かじめ電流制限がきつめに掛かるように設定しなくてもよい。
【００３５】
　以上、具体的な例を挙げて詳細に説明したように、本実施形態の燃料電池システムでは
、モータトルク検出手段８でコンプレッサモータの現在のモータトルク値を検出あるいは
推定し、目標制限トルクだけでなく現在のモータトルク値も用いて、燃料電池１からの取
出電流を制限するようにしているので、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トル
ク以下に精度良く抑制することができる。したがって、この燃料電池システムにおいては
、コンプレッサ２やコンプレッサモータの性能ばらつきなどを考慮して燃料電池１からの
取出電流を過剰に制限する必要がなく、コンプレッサモータの上限出力を使いきり、燃料
電池１のカソードに供給する空気流量を増やして動力性能を向上させることができるとと
もに、コンプレッサ２やコンプレッサモータ、燃料電池１などの保護を確実に図ることが
できる。
【００３６】
　なお、燃料電池１からの取出電流を過剰に制限しないようにするためには、コンプレッ
サモータとして高出力のモータを用いることも考えられるが、高出力のモータを採用する
とコンプレッサの大型化、ひいてはシステム全体の大型化を招くことになり、また、コス
トアップの要因となる。これに対して、本実施形態の燃料電池システムでは、高出力のモ
ータを採用するといった部品の過剰設計をする必要もなく、安価でコンパクトなシステム
を実現できる。
【００３７】
　また、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限トルク設定手段９で設定さ
れた目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサ
モータの現在のモータトルク値との偏差に応じて、出力制限手段１２での電流制限値の演
算に用いる目標制限トルクを補正する、すなわち、目標制限トルクと現在のモータトルク
値との偏差をフィードバックしながら電流制限値を算出するようにしているので、コンプ
レッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、極めて高精度に行う
ことができる。
【００３８】
　また、本実施形態の燃料電池システムにおいては、出力制限手段１２での電流制限値の
演算の際に大気圧も考慮して、高地などの大気圧が低いところでは電流制限がきつくかか
るように電流制限値を算出するようにしているので、使用環境の変化にも対応しながら、
コンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、極めて高精度
に行うことができる。
【００３９】
　また、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限トルク設定手段１０が、コ
ンプレッサ回転数検出手段９によって検出されたコンプレッサモータの回転数に応じて、
コンプレッサモータのトルクがその能力を超えないように制限するための目標制限トルク
を設定するようにしているので、モータ回転数に応じて上限トルク値が定まるような一般
的なコンプレッサモータのトルク制御を極めて高精度に行うことができる。また、コンプ
レッサモータの回転数が高い領域で上限トルク値を低く設定することで、回転数が高い領
域ではコンプレッサモータのトルクが大きく制限されることになるので、コンプレッサモ
ータの回転数が過剰な回転数とならないように制限することも可能となる。
【００４０】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明を適用した第２の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
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【００４１】
　第２の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図６に示す。本実施形態の燃料電池シ
ステムは、図６に示すように、上述した第１の実施形態における出力制限手段１２とパワ
ーマネージャ７の代わりに、空気圧力制限手段２１と空気圧力制御手段２２とを備えたも
のである。すなわち、上述した第１の実施形態の燃料電池システムでは、目標制限トルク
設定手段１０で設定された目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推
定されたコンプレッサモータの現在のトルク値とに応じて、燃料電池１からの取出電流に
制限をかけるようにしているが、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限ト
ルク設定手段１０で設定された目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるい
は推定されたコンプレッサモータの現在のトルク値とに応じて、燃料電池１のカソードに
供給する空気の圧力（燃料電池１のカソード運転圧力）に制限をかけるようにしている。
つまり、本実施形態の燃料電池システムでは、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧
力（カソード運転圧力）に制限をかけることで、コンプレッサ２の吸入側と吐出側の空気
圧縮比を下げ、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制できるよう
にしている。
【００４２】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第１の実施形態と共通であるので、以下、第１の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な空気圧力制限手段２
１および空気圧力制御手段２２とその制御内容を中心に説明する。
【００４３】
　空気圧力制限手段２１は、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクと
、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のトルク
値とに応じて、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧力に制限をかけるものであり、
入力制限トルク補正部２１ａ、空気圧力制限値演算部２１ｂ、制限部２１ｃを有する。
【００４４】
　入力制限トルク補正部２１ａは、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標
制限トルクと、モータトルク検出手段８によって検出あるいは推定された現在のモータト
ルク値との偏差に応じて、空気圧力制限値演算部２１ｂでの演算に用いる目標制限トルク
を補正して、第２の目標制限トルクとして算出するものである。
【００４５】
　空気圧力制限値演算部２１ｂは、入力制限トルク補正部２１ａによって算出された第２
の目標制限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧に応じて、燃料電池１
のカソードに供給する空気の圧力を制限するための空気圧力制限値を算出するものである
。
【００４６】
　制限部２１ｃは、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧力を、空気圧力制限値演算
部２１ｂで算出された空気圧力制限値に制限するものである。すなわち、制限部２１ｃは
、燃料電池１に要求される発電量に対応した目標空気圧力が、空気圧力制限値演算部２１
ｂで算出された空気圧力制限値よりも小さければ、当該目標空気圧力を空気圧力制御指令
値として空気圧力制御手段２２に出力し、目標空気圧力が空気圧力制限値よりも大きけれ
ば、空気圧力制限値を空気圧力制御指令値として空気圧力制御手段２２に出力する。
【００４７】
　空気圧力制御手段２２は、空気圧力制限手段２１の制限部２１ｃから出力される空気圧
力制御指令値と、圧力センサ６によって検出される現在の空気圧力とに応じて、調圧弁５
の開度を調整することで、燃料電池１のカソードに供給される空気の圧力を制御する。こ
れにより、本実施形態の燃料電池システムにおいては、燃料電池１のカソードに供給され
る空気の圧力が、空気圧力制限手段２１の空気圧力制限値演算部２１ｂで算出された空気
圧力制限値に制限されることになる。
【００４８】
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　空気圧力制限手段２１における制御の具体例を図７に示す。この図７に示す例において
、入力制限トルク補正部２１ａは、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限ト
ルクとモータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差
に応じた入力トルク補正値を求め、この入力トルク補正値を用いて目標制限トルク設定手
段１０で設定された目標制限トルクを補正することで、第２の目標制限トルクを算出する
。そして、この第２の目標制限トルクを空気圧力制限値演算部２１ｂに入力する。
【００４９】
　空気圧力制限値演算部２１ｂは、例えば、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧力
（燃料電池１のカソード運転圧力）とその空気圧力を実現するためにコンプレッサモータ
に要求される必要トルクとの関係を大気圧毎に表したマップを用い、入力制限トルク補正
部２１ａから入力された第２の目標制限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された
大気圧とに基づいて、現在の大気圧でコンプレッサモータのモータトルクを第２の目標制
限トルクに制限したときに実現可能な上限圧力を、空気圧力制限値として算出する。
【００５０】
　制限部２１ｃは、燃料電池１に要求される発電量に対応した目標空気圧力と、空気圧力
制限値演算部２１ｂで算出された空気圧力制限値をセレクトローして、空気圧力制御指令
値として空気圧力制御手段２２に出力することによって、燃料電池１のカソードに供給す
る空気の圧力（カソード運転圧力）を制限する。
【００５１】
　ここで、空気圧力制限値演算部２１ｂでの演算に用いられるマップは、燃料電池１のカ
ソード運転圧力とコンプレッサモータの必要トルクに基づいて設計されており、モータト
ルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモータトルク値が
、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクからずれた場合には、ずれた
トルク偏差をマップの入力に戻して補正することによって、コンプレッサモータのモータ
トルク値を目標制限トルクに近づかせることができる。
【００５２】
　以上、具体的な例を挙げて詳細に説明したように、本実施形態の燃料電池システムでは
、モータトルク検出手段８でコンプレッサモータの現在のモータトルク値を検出あるいは
推定し、目標制限トルクだけでなく現在のモータトルク値も用いて、燃料電池１のカソー
ドに供給する空気の圧力を制限するようにしているので、コンプレッサモータのモータト
ルク値を許容トルク以下に精度良く抑制することができる。したがって、この燃料電池シ
ステムにおいては、上述した第１の実施形態の燃料電池システムと同様に、コンプレッサ
２やコンプレッサモータの性能ばらつきなどを考慮して燃料電池１からの取出電流を過剰
に制限する必要がなく、コンプレッサモータの上限出力を使いきり、燃料電池１のカソー
ドに供給する空気流量を増やして動力性能を向上させることができるとともに、コンプレ
ッサ２やコンプレッサモータ、燃料電池１などの保護を確実に図ることができる。
【００５３】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、上述した第１の実施形態の燃料電池システ
ムと同様に、高出力のモータを採用するといった部品の過剰設計をする必要もなく、安価
でコンパクトなシステムを実現できる。
【００５４】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、燃料電池１からの取出電流（電力）を制限
する代わりに、燃料電池１のカソードに供給する空気圧力を制限するようにして、コンプ
レッサ２の吸入側と吐出側の空気圧縮比を下げ、コンプレッサモータのモータトルク値を
許容トルク以下に抑制できるようにしているので、燃料電池１からの取出電流（電力）を
制限することに起因する動力性能低下をさらに効果的に回避しながら、コンプレッサ２や
コンプレッサモータ、燃料電池１などの保護を確実に図ることができる。
【００５５】
　また、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限トルク設定手段９で設定さ
れた目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサ
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モータの現在のモータトルク値との偏差に応じて、空気圧力制限手段２１での空気圧力制
限値の演算に用いる目標制限トルクを補正する、すなわち、目標制限トルクと現在のモー
タトルク値との偏差をフィードバックしながら空気圧力制限値を算出するようにしている
ので、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、極めて
高精度に行うことができる。
【００５６】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明を適用した第３の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【００５７】
　第３の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図８に示す。本実施形態の燃料電池シ
ステムは、図８に示すように、上述した第１の実施形態における出力制限手段１２の代わ
りに、出力制限手段３１を備えたものである。すなわち、上述した第１の実施形態の燃料
電池システムでは、目標制限トルク設定手段９で設定された目標制限トルクと、モータト
ルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモータトルク値と
の偏差に応じて、出力制限手段１２での電流制限値の演算に用いる目標制限トルクを補正
するようにしているが、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限トルク設定
手段９で設定された目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定され
たコンプレッサモータの現在のモータトルク値との偏差に応じて、出力制限手段３１で目
標制限トルクに基づいて算出された電流制限値を補正するようにしている。
【００５８】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第１の実施形態と共通であるので、以下、第１の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な出力制限手段３１の
構成およびその制御内容を中心に説明する。
【００５９】
　出力制限手段３１は、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクと、モ
ータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のトルク値と
に応じて、燃料電池１からの取出電流に制限をかけるものであり、出力制限値演算部３１
ａ、出力制限値補正部３１ｂ、制限部３１ｃを有する。なお、ここでは、出力制限手段３
１が、燃料電池１からの取出電流に制限をかけるものとして説明するが、電流と電圧の双
方、すなわち燃料電池１からの取出電力に制限をかけるようにしてもよい。燃料電池１か
らの取出電力に制限をかける場合も、制御の内容は、燃料電池１からの取出電流に制限を
かける場合と同様である。
【００６０】
　出力制限値演算部３１ａは、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標制限
トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧に応じて、燃料電池１からの取出
電流を制限するための電流制限値を算出するものである。
【００６１】
　出力制限値補正部３１ｂは、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標制限
トルクと、モータトルク検出手段８によって検出あるいは推定された現在のモータトルク
値との偏差、および当該偏差の積分値に応じて、出力制限値演算部３１ａで算出された電
流制限値を補正するものである。
【００６２】
　制限部３１ｃは、燃料電池１からの目標取出電流を、出力制限値演算部３１ａで算出さ
れて出力制限値補正部３１ｂで補正された電流制限値に制限するものである。すなわち、
制限部３１ｃは、例えば駆動モータの動作状況などに応じて燃料電池１に要求される目標
取出電流が、出力制限値演算部３１ａで算出されて出力制限値補正部３１ｂで補正された
電流制限値よりも小さければ、当該目標取出電流を取出電流指令値としてパワーマネージ
ャ７に出力し、目標取出電流が電流制限値よりも大きければ、電流制限値を取出電流指令
値としてパワーマネージャ７に出力する。これにより、燃料電池１からの取出電流が、電
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流制限値に制限されることになる。
【００６３】
　出力制限手段３１における制御の具体例を図９に示す。この図９に示す例において、出
力制限値演算部３１ａは、例えば、燃料電池１からの取出電流値とその電流値を燃料電池
１から取り出せるようにするためにコンプレッサモータに要求される必要トルクとの関係
を大気圧毎に表したマップを用い、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限ト
ルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧とに基づいて、現在の大気圧でコン
プレッサモータのモータトルクを目標制限トルクに制限したときに燃料電池１から取り出
すことが可能な電流値を、電流制限値として算出する。
【００６４】
　出力制限値補正部３１ｂは、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルク
とモータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差、お
よび当該偏差の積分値に応じた電流制限補正値を求め、この電流制限補正値を用いて、出
力制限値演算部３１ａで算出された電流制限値を補正する。
【００６５】
　制限部３１ｃは、燃料電池１の目標取出電流と、出力制限値演算部３１ａで算出されて
出力制限値補正部３１ｂで補正された電流制限値をセレクトローして、取出電流指令値と
してパワーマネージャ７に出力することによって、燃料電池１からの取出電流を制限する
。
【００６６】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段３１では、モータ
トルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモータトルク値
が、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクからずれた場合に、ずれた
トルク偏差がフィードバックされて電流制限値が調整されるので、コンプレッサモータの
モータトルク値を許容トルク以下に精度良く抑制することができる。
【００６７】
　本実施形態の燃料電池システムでの燃料電池１からの取出電流の制限と、その制限によ
るコンプレッサモータのモータトルクの応答との関係を図１０に示す。この図１０に示す
ように、本実施形態の燃料電池システムでは、目標制限トルクとコンプレッサモータの現
在のモータトルク値との偏差をフィードバックして電流制限値を調整することで、コンプ
レッサモータのモータトルク値を目標制限トルクに近づけることができ、さらに、目標制
限トルクとコンプレッサモータの現在のモータトルク値との偏差を積分してフィードバッ
クしているので、定常的には偏差をゼロに近づけることができる。
【００６８】
　以上、具体的な例を挙げて詳細に説明したように、本実施形態の燃料電池システムでは
、モータトルク検出手段８でコンプレッサモータの現在のモータトルク値を検出あるいは
推定し、目標制限トルクだけでなく現在のモータトルク値も用いて、燃料電池１からの取
出電流を制限するようにしているので、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トル
ク以下に精度良く抑制することができる。したがって、この燃料電池システムにおいては
、上述した第１の実施形態の燃料電池システムと同様に、コンプレッサ２やコンプレッサ
モータの性能ばらつきなどを考慮して燃料電池１からの取出電流を過剰に制限する必要が
なく、コンプレッサモータの上限出力を使いきり、燃料電池１のカソードに供給する空気
流量を増やして動力性能を向上させることができるとともに、コンプレッサ２やコンプレ
ッサモータ、燃料電池１などの保護を確実に図ることができる。
【００６９】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、上述した第１の実施形態の燃料電池システ
ムと同様に、高出力のモータを採用するといった部品の過剰設計をする必要もなく、安価
でコンパクトなシステムを実現できる。
【００７０】
　また、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限トルク設定手段９で設定さ
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れた目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサ
モータの現在のモータトルク値との偏差に応じて、出力制限手段３１で目標制限トルクに
基づいて算出された電流制限値を補正する、すなわち、目標制限トルクと現在のモータト
ルク値との偏差をフィードバックしながら電流制限値を算出するようにしているので、コ
ンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、極めて高精度に
行うことができる。
【００７１】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明を適用した第４の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【００７２】
　第４の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図１１に示す。本実施形態の燃料電池
システムは、図１１に示すように、上述した第２の実施形態における空気圧力制限手段２
１の代わりに、空気圧力制限手段４１を備えたものである。すなわち、上述した第２の実
施形態の燃料電池システムでは、目標制限トルク設定手段９で設定された目標制限トルク
と、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモー
タトルク値との偏差に応じて、空気圧力制限手段２１での空気圧力制限値の演算に用いる
目標制限トルクを補正するようにしているが、本実施形態の燃料電池システムにおいては
、目標制限トルク設定手段９で設定された目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で
検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモータトルク値との偏差に応じて、
空気圧力制限手段４１で目標制限トルクに基づいて算出された空気圧力制限値を補正する
ようにしている。
【００７３】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第２の実施形態と共通であるので、以下、第２の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な空気圧力制限手段４
１の構成およびその制御内容を中心に説明する。
【００７４】
　空気圧力制限手段４１は、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクと
、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のトルク
値とに応じて、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧力（燃料電池１のカソード運転
圧力）に制限をかけるものであり、空気圧力制限値演算部４１ａ、空気圧力制限値補正部
４１ｂ、制限部４１ｃを有する。
【００７５】
　空気圧力制限値演算部４１ａは、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標
制限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧に応じて、燃料電池１のカソ
ードに供給する空気の圧力を制限するための空気圧力制限値を算出するものである。
【００７６】
　空気圧力制限値補正部４１ｂは、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標
制限トルクと、モータトルク検出手段８によって検出あるいは推定された現在のモータト
ルク値との偏差、および当該偏差の積分値に応じて、空気圧力制限値演算部４１ａで算出
された空気圧力制限値を補正するものである。
【００７７】
　制限部４１ｃは、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧力を、空気圧力制限値演算
部４１ａで算出されて空気圧力制限値補正部４１ｂで補正された空気圧力制限値に制限す
るものである。すなわち、制限部４１ｃは、燃料電池１に要求される発電量に対応した目
標空気圧力が、空気圧力制限値演算部４１ａで算出されて空気圧力制限値補正部４１ｂで
補正された空気圧力制限値よりも小さければ、当該目標空気圧力を空気圧力制御指令値と
して空気圧力制御手段２２に出力し、目標空気圧力が空気圧力制限値よりも大きければ、
空気圧力制限値を空気圧力制御指令値として空気圧力制御手段２２に出力する。
【００７８】
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　空気圧力制御手段２２は、空気圧力制限手段４１の制限部４１ｃから出力される空気圧
力制御指令値と、圧力センサ６によって検出される現在の空気圧力とに応じて、調圧弁５
の開度を調整することで、燃料電池１のカソードに供給される空気の圧力を制御する。こ
れにより、本実施形態の燃料電池システムにおいては、燃料電池１のカソードに供給され
る空気の圧力が、空気圧力制限手段４１の空気圧力制限値演算部４１ａで算出されて空気
圧力制限値補正部４１ｂで補正された空気圧力制限値に制限されることになる。
【００７９】
　空気圧力制限手段４１における制御の具体例を図１２に示す。この図１２に示す例にお
いて、空気圧力制限値演算部４１ａは、例えば、燃料電池１のカソードに供給する空気の
圧力（燃料電池１のカソード運転圧力）とその空気圧力を実現するためにコンプレッサモ
ータに要求される必要トルクとの関係を大気圧毎に表したマップを用い、目標制限トルク
設定手段１０で設定された目標制限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気
圧とに基づいて、現在の大気圧でコンプレッサモータのモータトルクを目標制限トルクに
制限したときに実現可能な上限圧力を、空気圧力制限値として算出する。
【００８０】
　空気圧力制限値補正部４１ｂは、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限ト
ルクとモータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差
、および当該偏差の積分値に応じた空気圧力制限補正値を求め、この空気圧力制限補正値
を用いて、空気圧力制限値演算部４１ａで算出された空気圧力制限値を補正する。
【００８１】
　制限部４１ｃは、燃料電池１に要求される発電量に対応した目標空気圧力と、空気圧力
制限値演算部４１ａで算出されて空気圧力制限値補正部４１ｂで補正された空気圧力制限
値をセレクトローして、空気圧力制御指令値として空気圧力制御手段２２に出力すること
によって、燃料電池１のカソードに供給する空気の圧力（カソード運転圧力）を制限する
。
【００８２】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システムにおける空気圧力制限手段４１では、モ
ータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサモータの現在のモータトル
ク値が、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクからずれた場合に、ず
れたトルク偏差がフィードバックされて空気圧力制限値が調整されるので、コンプレッサ
モータのモータトルク値を許容トルク以下に精度良く抑制することができる。
【００８３】
　以上、具体的な例を挙げて詳細に説明したように、本実施形態の燃料電池システムでは
、モータトルク検出手段８でコンプレッサモータの現在のモータトルク値を検出あるいは
推定し、目標制限トルクだけでなく現在のモータトルク値も用いて、燃料電池１のカソー
ドに供給する空気の圧力を制限するようにしているので、コンプレッサモータのモータト
ルク値を許容トルク以下に精度良く抑制することができる。したがって、この燃料電池シ
ステムにおいては、上述した第２の実施形態の燃料電池システムと同様に、コンプレッサ
２やコンプレッサモータの性能ばらつきなどを考慮して燃料電池１からの取出電流を過剰
に制限する必要がなく、コンプレッサモータの上限出力を使いきり、燃料電池１のカソー
ドに供給する空気流量を増やして動力性能を向上させることができるとともに、コンプレ
ッサ２やコンプレッサモータ、燃料電池１などの保護を確実に図ることができる。
【００８４】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、上述した第２の実施形態の燃料電池システ
ムと同様に、高出力のモータを採用するといった部品の過剰設計をする必要もなく、安価
でコンパクトなシステムを実現できる。
【００８５】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、燃料電池１からの取出電流（電力）を制限
する代わりに、燃料電池１のカソードに供給する空気圧力を制限するようにして、コンプ
レッサ２の吸入側と吐出側の空気圧縮比を下げ、コンプレッサモータのモータトルク値を
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許容トルク以下に抑制できるようにしているので、燃料電池１からの取出電流（電力）を
制限することに起因する動力性能低下をさらに効果的に回避しながら、コンプレッサ２や
コンプレッサモータ、燃料電池１などの保護を確実に図ることができる。
【００８６】
　また、本実施形態の燃料電池システムにおいては、目標制限トルク設定手段９で設定さ
れた目標制限トルクと、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されたコンプレッサ
モータの現在のモータトルク値との偏差に応じて、空気圧力制限手段４１で目標制限トル
クに基づいて算出された空気圧力制限値を補正する、すなわち、目標制限トルクと現在の
モータトルク値との偏差をフィードバックしながら空気圧力制限値を算出するようにして
いるので、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、極
めて高精度に行うことができる。
【００８７】
　（第５の実施形態）
　次に、本発明を適用した第５の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【００８８】
　第５の実施形態の燃料電池システムは、上述した第３の実施形態の燃料電池システムの
構成（図８参照）を前提とし、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂが電流制限値
を補正する際の演算方法に特徴を有するものである。すなわち、本実施形態の燃料電池シ
ステムでは、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂが電流制限値を補正する際に、
目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクとモータトルク検出手段８で検
出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差と、当該偏差の積分値であって下限
値のリミッタが設定された積分値とに応じて電流制限補正値を求め、この電流制限補正値
を用いて、出力制限値演算部３１ａで算出された電流制限値を補正するようにしている。
【００８９】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、モータトルク検出手段８で検出あるいは推
定された現在のモータトルク値が、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限ト
ルクよりも所定値αだけ低い値に設定された第１の閾値以上となったときに、出力制限手
段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を実施し、この補正演算を実施した後、
目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクよりも所定値β（β＞α）だけ
低い値に設定された第２の閾値（第２の閾値＜第１の閾値）未満となったときに、補正演
算を終了するようにしている。さらにまた、本実施形態の燃料電池システムでは、出力制
限手段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を終了した後、次の補正演算を開始
するまでの間は、前回の補正演算のときの積分値（目標制限トルクとモータトルク値との
偏差の積分値）を保持するようにしている。
【００９０】
　本実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段３１での制御の具体例を図１３に
示す。この図１３に示す例において、出力制限値演算部３１ａおよび制限部３１ｃでの処
理内容は、上述した第３の実施形態の燃料電池システム（図９参照）と同様である。出力
制限値補正部３１ｂは、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクとモー
タトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差と、当該偏
差の積分値であって下限値のリミッタが設定された積分値とに応じて、ＰＩ制御により電
流制限補正値を求め、この電流制限補正値を用いて、出力制限値演算部３１ａで算出され
た電流制限値を補正する。
【００９１】
　ここで、図１３に示す例における出力制限値補正部３１ｂでの積分項と比例項の演算方
法について説明する。
【００９２】
　（１）起動時に積分項の初期値にゼロあるいは前回停止時の最終演算値を設定しておく
。
【００９３】
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　（２）モータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、目
標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクより所定値βだけ低い値である第
２の閾値未満になっているときには、積分ゲインをＩゲインからゼロゲインに切り替える
ことによって、積分演算値を保持する。また、このとき、比例ゲインもＰゲインからゼロ
ゲインに切り替える。
【００９４】
　これにより、モータトルク値が目標制限トルクから離れて低い状態（出力制限がかから
ないような状態）で積分の演算を停止でき、積分項の発散を防止できる。また、積分値は
出力制限がかかっているときに、目標制限トルクと現在のモータトルク値との偏差をゼロ
に近づけるような最適値に演算されているので、燃料電池１からの取出電流に制限がかか
らないような状態では積分演算値を保持することによって、次回の電流制限をかけるとき
にも、積分値の演算が最適値から開始されるようになり、さらにモータトルク値のオーバ
ーシュートを防止して、モータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、さらに高精
度に行えるようになる。
【００９５】
　積分ゲインのゼロゲインからＩゲインへの切り替えと、比例ゲインのゼロゲインからＰ
ゲインへの切り替えについては、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在
のモータトルク値が、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクより所定
値α（α＜β）だけ低い値である第１の閾値（第１の閾値＞第２の閾値）以上になったと
きとし、補正演算の復帰と解除にヒステリシスを設定する。
【００９６】
　（３）積分値の演算には、下限値をゼロとするリミッタを設定する。
【００９７】
　燃料電池１からの取出電流に制限がかかってないときに、モータトルク値が目標制限ト
ルクと第１の閾値（積分演算開始の閾値）間におさまった状態が長く続くと、目標制限ト
ルクと現在のモータトルク値との偏差が積算され続けて積分値が発散していく可能性があ
る。そこで、積分値の演算には下限値リミッタを設定する。これにより、積分値の発散を
防止し、燃料電池１からの取出電流の制限を正常に実施することができる。
【００９８】
　本実施形態の燃料電池システムでの燃料電池１からの取出電流の制限と、その制限によ
るコンプレッサモータのモータトルクの応答との関係を図１４に示す。この図１４に示す
ように、本実施形態の燃料電池システムでは、始めに取出電流の制限がかかったときには
コンプレッサモータのモータトルク値が目標制限トルクを少しオーバーシュートすること
もあるが、次回あるいは何回か電流制限がかかったときには、上述した（２）の理由によ
り、モータトルク値のオーバーシュートを防止することができる。
【００９９】
　以上、具体的な例を挙げて詳細に説明したように、本実施形態の燃料電池システムでは
、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂが上述した手法で電流制限値を補正するこ
とによって、第３の実施形態の燃料電池システムの効果に加えて、以下のような効果が得
られる。
【０１００】
　すなわち、本実施形態の燃料電池システムでは、出力制限手段３１の出力制限値補正部
３１ｂが、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクとモータトルク検出
手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差と、当該偏差の積分値と
に応じて、出力制限値演算部３１ａで算出された電流制限値を補正するようにしているの
で、定常偏差の影響を排除して、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク以下
に抑制する制御を、さらに高精度に行うことができる。また、積分値の演算に下限値リミ
ッタを設定することによって、積分値の発散を防止して、燃料電池１からの取出電流の制
限を正常に実施することができる。
【０１０１】
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　また、本実施形態の燃料電池システムでは、コンプレッサモータのモータトルク値が目
標制限トルクよりも所定値αだけ低い値に設定された第１の閾値以上となったときに、出
力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を実施するようにしているので
、電流制限値の発散を防止して、燃料電池１からの取出電流の制限を正常に実施すること
ができる。すなわち、コンプレッサモータのモータトルク値が目標制限トルクからかけ離
れて低い状態（出力制限がかからないような状態）で、出力制限手段３１の出力制限値補
正部３１ｂによる補正演算（トルク偏差のフィードバック補正演算）を実施すると、トル
ク偏差が積分項に蓄積されて電流制限値が発散し、適切に電流制限がかからなくなる可能
性があるが、本実施形態の燃料電池システムでは、このような場合にはトルク偏差のフィ
ードバック補正演算が行われないので、電流制限値の発散を防止することができる。
【０１０２】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１
ｂによる補正演算を実施した後、コンプレッサモータのモータトルク値が目標制限トルク
よりも所定値β（β＞α）だけ低い値に設定された第２の閾値（第２の閾値＜第１の閾値
）未満となったときに、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を終
了するようにしているので、トルク偏差のフィードバック補正演算の実施と終了にヒステ
リシスが設けられ、フィードバック補正演算の実施／終了のチャタリングを防止すること
ができる。
【０１０３】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、トルク偏差のフィードバック補正演算を終
了した後、次の補正演算を開始するまでの間は、前回の補正演算のときの積分値を保持す
るようにしているので、次回の電流制限をかけるときにも、積分値の演算を最適値から開
始させることができ、モータトルク値のオーバーシュートを防止して、モータトルク値を
許容トルク以下に抑制する制御を、さらに高精度に行うことが可能となる。
【０１０４】
　なお、以上は、第３の実施形態の燃料電池システムの構成を前提として、本実施形態に
特徴的な出力制限値補正部３１ｂでの補正演算について説明したが、この補正演算は、上
述した第１の実施形態の燃料電池システムや第２の実施形態の燃料電池システム、第４の
実施形態の燃料電池システムのいずれの構成を前提とした場合にも有効に適用できるもの
である。勿論、第２の実施形態の燃料電池システムや第４の実施形態の燃料電池システム
の構成を前提として本実施形態に特徴的な補正演算を適用した場合には、この補正演算に
よって、空気圧力制限値が補正されることになる。
【０１０５】
　（第６の実施形態）
　次に、本発明を適用した第６の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【０１０６】
　第６の実施形態の燃料電池システムは、上述した第５の実施形態の燃料電池システムの
変形例である。すなわち、本実施形態の燃料電池システムでは、基本的には出力制限手段
３１の出力制限値演算部３１ａで算出された電流制限値を用いて燃料電池１からの取出電
流を制限するが、出力制限値演算部３１ａの設計が実際とずれて、コンプレッサモータの
モータトルク値が目標制限トルクを超えた場合に、出力制限値補正部３１ｂでの補正演算
を実施するようにしている。具体的には、本実施形態の燃料電池システムでは、モータト
ルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、目標制限トルク設定
手段１０で設定された目標制限トルクよりも所定値γだけ高い値に設定された第３の閾値
以上となったときに、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を実施
し、この補正演算を実施した後、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トル
クよりも所定値δ（δ＜γ）だけ高い値に設定された第４の閾値（第４の閾値＜第３の閾
値）未満となったときに、補正演算を終了するようにしている。
【０１０７】
　本実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段３１での制御の具体例を図１５に
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示す。この図１５に示す例において、出力制限値演算部３１ａおよび制限部３１ｃでの処
理内容は、上述した第３の実施形態の燃料電池システム（図９参照）と同様である。また
、出力制限値補正部３１ｂでの補正演算は、上述した第５の実施形態と同様であり、目標
制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクとモータトルク検出手段８で検出あ
るいは推定された現在のモータトルク値との偏差と、当該偏差の積分値であって下限値の
リミッタが設定された積分値とに応じて、ＰＩ制御により電流制限補正値を求め、この電
流制限補正値を用いて、出力制限値演算部３１ａで算出された電流制限値を補正する。
【０１０８】
　ただし、本実施形態の燃料電池システムでは、出力制限手段３１の出力制限値補正部３
１ｂでの補正演算を、出力制限値演算部３１ａの設計が実際とずれて、コンプレッサモー
タのモータトルク値が目標制限トルクを超えた場合に実施するようにしている。すなわち
、本実施形態の燃料電池システムにおいて、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂ
は、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値が、目標制
限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクよりも所定値δだけ高い値である第４
の閾値未満になっているときには、積分ゲインをＩゲインからゼロゲインに切り替える。
また、このとき、比例ゲインもＰゲインからゼロゲインに切り替える。
【０１０９】
　積分ゲインのゼロゲインからＩゲインへの切り替えと、比例ゲインのゼロゲインからＰ
ゲインへの切り替えについては、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在
のモータトルク値が、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルクより所定
値γ（γ＞δ）だけ高い値である第３の閾値（第３の閾値＞第４の閾値）以上になったと
きとし、補正演算の復帰と解除にヒステリシスを設定する。
【０１１０】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システムでは、コンプレッサモータのモータトル
ク値が目標制限トルクよりも所定値γだけ高い値に設定された第３の閾値以上となったと
きに、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を実施するようにして
いるので、出力制限値演算部３１ａの設計が実際とずれて乖離が生じたときに、トルク偏
差のフィードバック補正演算によってコンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク
以下に抑制することができる。
【０１１１】
　また、本実施形態の燃料電池システムでは、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１
ｂによる補正演算を実施した後、コンプレッサモータのモータトルク値が目標制限トルク
よりも所定値δ（δ＜γ）だけ高い値に設定された第４の閾値（第４の閾値＜第３の閾値
）未満となったときに、出力制限手段３１の出力制限値補正部３１ｂによる補正演算を終
了するようにしているので、トルク偏差のフィードバック補正演算の実施と終了にヒステ
リシスが設けられ、フィードバック補正演算の実施／終了のチャタリングを防止すること
ができる。
【０１１２】
　なお、以上は、第３の実施形態の燃料電池システムの構成を前提として、本実施形態に
特徴的な出力制限値補正部３１ｂでの補正演算について説明したが、この補正演算は、第
５の実施形態で説明した補正演算と同様に、上述した第１の実施形態の燃料電池システム
や第２の実施形態の燃料電池システム、第４の実施形態の燃料電池システムのいずれの構
成を前提とした場合にも有効に適用できるものである。勿論、第２の実施形態の燃料電池
システムや第４の実施形態の燃料電池システムの構成を前提として本実施形態に特徴的な
補正演算を適用した場合には、この補正演算によって、空気圧力制限値が補正されること
になる。
【０１１３】
　（第７の実施形態）
　次に、本発明を適用した第７の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【０１１４】
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　第７の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図１６に示す。本実施形態の燃料電池
システムは、図１６に示すように、上述した第３の実施形態における出力制限手段３１の
代わりに、出力制限手段７１を備えたものである。すなわち、上述した第３の実施形態の
燃料電池システムでは、出力制限手段３１の出力制限値演算部３１ａで算出されて出力制
限値補正部３１ｂで補正された電流制限値で、燃料電池１からの取出電流に制限をかける
ようにしているが、本実施形態の燃料電池システムにおいては、出力制限手段７１の出力
制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を、燃料電池１のカソードに供給される空気
の圧力、流量、温度に応じてさらに補正して、最終的に得られた電流制限値で、燃料電池
１からの取出電流に制限をかけるようにしている。
【０１１５】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第３の実施形態と共通であるので、以下、第３の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な出力制限手段７１の
構成およびその制御内容を中心に説明する。
【０１１６】
　本実施形態の燃料電池システムにおいて、出力制限手段７１は、出力制限値演算部７１
ａ、出力制限値補正部７１ｂ、空気圧力対応補正部７１ｃ、空気流量対応補正部７１ｄ、
空気温度対応補正部７１ｅ、制限部７１ｆを有する。なお、ここでは、出力制限手段７１
が、燃料電池１からの取出電流に制限をかけるものとして説明するが、電流と電圧の双方
、すなわち燃料電池１からの取出電力に制限をかけるようにしてもよい。燃料電池１から
の取出電力に制限をかける場合も、制御の内容は、燃料電池１からの取出電流に制限をか
ける場合と同様である。
【０１１７】
　出力制限値演算部７１ａは、第３の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限値演
算部３１ａと同様、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標制限トルクと、
大気圧センサ１１によって検出された大気圧に応じて、燃料電池１からの取出電流を制限
するための電流制限値を算出するものである。
【０１１８】
　出力制限値補正部７１ｂは、第３の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限値補
正部３１ｂと同様、目標制限トルク設定手段１０によって設定された目標制限トルクと、
モータトルク検出手段８によって検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差
、および当該偏差の積分値に応じて、出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を
補正するものである。
【０１１９】
　空気圧力対応補正部７１ｃは、燃料電池１に要求される発電量に対応して決定された燃
料電池入口目標空気圧力に応じて、出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を補
正するものである。なお、この空気圧力対応補正部７１ｃは、圧力センサ６によって検出
された燃料電池１のカソード運転圧力（燃料電池１のカソードに供給されている空気の圧
力）に応じて、出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を補正するようにしても
よい。
【０１２０】
　空気流量対応補正部７１ｄは、燃料電池１に要求される発電量に対応して決定された燃
料電池供給目標空気流量に応じて、出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を補
正するものである。なお、この空気流量対応補正部７１ｄは、燃料電池１のカソード入口
側に設けられた図示しない流量センサによって検出された空気流量に応じて、出力制限値
演算部７１ａで算出された電流制限値を補正するようにしてもよい。
【０１２１】
　空気温度対応補正部７１ｅは、燃料電池１のカソード入口側に設けられた温度センサ７
２によって検出された空気温度に応じて、出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限
値を補正するものである。



(23) JP 4910345 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

【０１２２】
　制限部７１ｆは、燃料電池１からの目標取出電流を、出力制限値演算部７１ａで算出さ
れて出力制限値補正部７１ｂ、空気圧力対応補正部７１ｃ、空気流量対応補正部７１ｄ、
空気温度対応補正部７１ｅで補正された電流制限値に制限するものである。すなわち、制
限部７１ｆは、例えば駆動モータの動作状況などに応じて燃料電池１に要求される目標取
出電流が、出力制限値演算部７１ａで算出されて出力制限値補正部７１ｂ、空気圧力対応
補正部７１ｃ、空気流量対応補正部７１ｄ、空気温度対応補正部７１ｅで補正された電流
制限値よりも小さければ、当該目標取出電流を取出電流指令値としてパワーマネージャ７
に出力し、目標取出電流が電流制限値よりも大きければ、電流制限値を取出電流指令値と
してパワーマネージャ７に出力する。これにより、燃料電池１からの取出電流が、電流制
限値に制限されることになる。
【０１２３】
　出力制限手段７１における制御の具体例を図１７に示す。この図１７に示す例において
、出力制限値演算部７１ａは、例えば、燃料電池１からの取出電流値とその電流値を燃料
電池１から取り出せるようにするためにコンプレッサモータに要求される必要トルクとの
関係を大気圧毎に表したマップを用い、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制
限トルクと、大気圧センサ１１によって検出された大気圧とに基づいて、現在の大気圧で
コンプレッサモータのモータトルクを目標制限トルクに制限したときに燃料電池１から取
り出すことが可能な電流値を、電流制限値として算出する。
【０１２４】
　出力制限値補正部７１ｂは、目標制限トルク設定手段１０で設定された目標制限トルク
とモータトルク検出手段８で検出あるいは推定された現在のモータトルク値との偏差と、
当該偏差の積分値であって下限値のリミッタが設定された積分値とに応じて、ＰＩ制御に
より電流制限補正値を求め、この電流制限補正値を用いて、出力制限値演算部３１ａで算
出された電流制限値を補正する。なお、この図１７に示す例での出力制限値補正部７１ｂ
による補正演算は、上述した第６の実施形態と同様である。
【０１２５】
　空気圧力対応補正部７１ｃは、燃料電池入口目標空気圧力と基準空気圧力との偏差に応
じて、電流制限値の補正係数を演算する。ここで、基準空気圧力とは、出力制限値演算部
７１ａのマップを作成したときに想定した燃料電池１の目標空気圧力のことである。燃料
電池入口目標空気圧力は、燃料電池１の運転温度などに応じて変わることもあるので、燃
料電池入口目標空気圧力と基準空気圧力とに乖離が生じた場合には、前記マップを用いて
出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を補正することによって、コンプレッサ
モータのモータトルク値を許容トルク以下に精度良く抑制できるようにしている。
【０１２６】
　空気流量対応補正部７１ｄは、燃料電池供給目標空気流量と基準空気流量との偏差に応
じて、電流制限値の補正係数を演算する。ここで、基準空気流量とは、出力制限値演算部
７１ａのマップを作成したときに想定した燃料電池１への供給空気流量のことである。燃
料電池供給目標空気流量についても、前述の燃料電池入口目標空気圧力と同様に、燃料電
池１の運転温度などに応じて変わることもあるので、燃料電池供給目標空気流量と基準空
気流量とに乖離が生じた場合には、前記マップを用いて出力制限値演算部７１ａで算出さ
れた電流制限値を補正することによって、コンプレッサモータのモータトルク値を許容ト
ルク以下に精度良く抑制できるようにしている。
【０１２７】
　空気温度対応補正部７１ｅは、燃料電池１のカソードに供給する空気の温度（温度セン
サ７２の検出値）と基準空気温度との偏差に応じて、電流制限値の補正係数を演算する。
ここで、基準空気温度とは、出力制限値演算部７１ａのマップを作成したときに想定した
燃料電池１への供給空気の温度のことである。燃料電池１が必要とする質量空気流量とコ
ンプレッサ２が供給する体積空気流量の関係は、空気温度に応じて変化する。そして、体
積空気流量が変化すると、空気系の圧損が変わってコンプレッサ２の圧縮比とモータトル



(24) JP 4910345 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

ク値も変動する。したがって、燃料電池１のカソードに供給する空気の温度が基準空気温
度から乖離を生じたときには、前記マップを用いて出力制限値演算部７１ａで算出された
電流制限値を補正することによって、コンプレッサモータのモータトルク値を許容トルク
以下に精度良く抑制できるようにしている。
【０１２８】
　制限部７１ｆは、燃料電池１の目標取出電流と、出力制限値演算部７１ａで算出されて
出力制限値補正部７１ｂ、空気圧力対応補正部７１ｃ、空気流量対応補正部７１ｄ、空気
温度対応補正部７１ｅで補正された電流制限値をセレクトローして、取出電流指令値とし
てパワーマネージャ７に出力することによって、燃料電池１からの取出電流を制限する。
【０１２９】
　以上、具体的な例を挙げて詳細に説明したように、本実施形態の燃料電池システムでは
、出力制限手段７１の出力制限値演算部７１ａで算出された電流制限値を、出力制限値補
正部７１ｂでの補正演算だけでなく、空気圧力対応補正部７１ｃ、空気流量対応補正部７
１ｄ、空気温度対応補正部７１ｅで各々算出した補正係数も用いて補正し、最終的に得ら
れた電流制限値で燃料電池１からの取出電流に制限をかけるようにしているので、コンプ
レッサモータのモータトルク値を許容トルク以下に抑制する制御を、さらに高精度に行う
ことができる。
【０１３０】
　なお、以上は、第３の実施形態の燃料電池システムの構成を若干変更して、燃料電池１
のカソードに供給される空気の圧力、流量、温度に応じて電流制限値を補正する例につい
て説明したが、このような補正方法は、上述した第１の実施形態の燃料電池システムや第
２の実施形態の燃料電池システム、第４の実施形態の燃料電池システムのいずれにも有効
に適用できるものである。勿論、第２の実施形態の燃料電池システムや第４の実施形態の
燃料電池システムに適用した場合には、燃料電池１のカソードに供給される空気の圧力、
流量、温度に応じてによって、空気圧力制限値が補正されることになる。
【０１３１】
　（第８の実施形態）
　次に、本発明を適用した第８の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【０１３２】
　第８の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図１８に示す。本実施形態の燃料電池
システムは、図１８に示すように、上述した第３の実施形態における目標制限トルク設定
手段１０の代わりに、目標制限トルク設定手段８１を備えたものである。すなわち、上述
した第３の実施形態の燃料電池システムでは、目標制限トルク設定手段１０が、コンプレ
ッサモータの回転数に応じた１種類の目標制限トルクを設定しているが、本実施形態の燃
料電池システムにおいては、目標制限トルク設定手段８１が、目標制限トルクとして時間
定格制限トルクと連続定格制限トルクとの２種類の目標制限トルクを設定している。そし
て、目標制限トルク設定手段８１は、通常は、時間定格制限トルクを目標制限トルクとし
て出力制限手段３１に出力するが、コンプレッサモータのモータトルク値が連続定格制限
トルクを超えている状態が所定時間継続したときには、目標制限トルクを時間定格制限ト
ルクから連続定格制限トルクに切り替えて、連続定格制限トルクを目標トルクとして出力
制限手段３１に出力するようにしている。
【０１３３】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第３の実施形態と共通であるので、以下、第３の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な目標制限トルク設定
手段８１の構成およびその制御内容を中心に説明する。
【０１３４】
　本実施形態の燃料電池システムにおいて、目標制限トルク設定手段８１は、例えば図１
９に示すように、第１マップと第２マップの２種類のマップを用いて目標制限トルクを設
定する。第１マップは時間定格制限トルクを求めるためのマップであり、上述した第３の
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実施形態の燃料電池システムにおける目標制限トルク設定手段１０で用いるマップ（図２
参照）と同様のマップである。すなわち、第１マップは、コンプレッサモータの回転数と
当該回転数のときにコンプレッサモータで出力可能な上限トルクとの関係を表している。
一方、第２マップは連続定格制限トルクを求めるためのマップであり、コンプレッサモー
タの回転数と上限トルクとの関係を表している点は第１マップと同様である。ただし、第
２マップでは、コンプレッサモータが所定時間連続して高負荷の状態にあることを想定し
た場合の上限トルクを規定しており、コンプレッサの回転数が同じであっても第１マップ
よりも低いトルク値が上限トルクとされている。
【０１３５】
　目標制限トルク設定手段８１は、以上のような第１マップと第２マップとを用い、コン
プレッサ回転数検出手段９によって検出されたコンプレッサモータの回転数に応じて、第
１マップで求められる上限トルクを時間定格制限トルクとして設定するとともに、第２マ
ップで求められる上限トルクを連続定格制限トルクとして設定する。そして、目標制限ト
ルク設定手段８１は、モータトルク検出手段８で検出あるいは推定されるコンプレッサモ
ータのモータトルク値をモニタリングして、当該コンプレッサモータのモータトルク値を
連続定格制限トルクと比較し、当該コンプレッサモータのモータトルク値が連続定格制限
トルク以下であったり、当該コンプレッサモータのモータトルク値が連続定格制限トルク
を超えていてもその超えている時間が所定時間を超えない間は、時間定格制限トルクを目
標制限トルクとして選択して出力制限手段３１に出力する。一方、目標制限トルク設定手
段８１は、コンプレッサモータのモータトルク値が連続定格制限トルクを超えている状態
が所定時間継続したときには、目標制限トルクを時間定格制限トルクから連続定格制限ト
ルクに切り替えて、連続定格制限トルクを目標制限トルクとして選択して出力制限手段３
１に出力する。
【０１３６】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システムでは、目標制限トルク設定手段８１が、
目標制限トルクとして時間定格制限トルクと連続定格制限トルクとの２種類の目標制限ト
ルクを設定して、通常時は時間定格制限トルクを目標制限トルクとして出力制限手段３１
に出力し、コンプレッサモータのモータトルク値が連続定格制限トルクを超えている状態
が所定時間継続したときには、目標制限トルクを時間定格制限トルクから連続定格制限ト
ルクに切り替えて、連続定格制限トルクを目標トルクとして出力制限手段３１に出力する
ようにしているので、コンプレッサモータが長時間に亘って高負荷の状態となっていると
きの性能低下も考慮しながら、コンプレッサモータのモータトルク値が許容トルクを超え
ないように制御することができ、コンプレッサモータの保護をより確実に図ることが可能
となる。
【０１３７】
　なお、以上は、第３の実施形態の燃料電池システムの構成を前提として、本実施形態に
特徴的な目標制限トルク設定手段８１で目標制限トルクを設定する手法について説明した
が、この目標制限トルクの設定手法は、上述した第１の実施形態の燃料電池システムや第
２の実施形態の燃料電池システム、第４の実施形態の燃料電池システムのいずれの構成を
前提とした場合にも有効に適用できるものである。
【０１３８】
　（第９の実施形態）
　次に、本発明を適用した第９の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
【０１３９】
　第９の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図２０に示す。本実施形態の燃料電池
システムは、図２０に示すように、上述した第１の実施形態におけるコンプレッサ回転数
検出手段９の代わりにコンプレッサ目標回転数演算手段９１を備え、上述した第１の実施
形態における目標制限トルク設定手段９の代わりに目標制限トルク設定手段９２を備えた
ものである。すなわち、上述した第１の実施形態の燃料電池システムでは、コンプレッサ
回転数検出手段９でコンプレッサモータの回転数を検出し、目標制限トルク設定手段１０
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が、このコンプレッサ回転数検出手段９で検出したコンプレッサモータの回転数に応じて
、コンプレッサモータの目標制限トルクを設定するようにしているが、本実施形態の燃料
電池システムにおいては、コンプレッサ目標回転数演算手段９１でコンプレッサモータの
目標回転数を演算し、目標制限トルク設定手段９２が、このコンプレッサ目標回転数演算
手段９１で演算したコンプレッサモータの目標回転数に応じて、コンプレッサモータの目
標制限トルクを設定するようにしている。
【０１４０】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第１の実施形態と共通であるので、以下、第１の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な部分についてのみ説
明する。
【０１４１】
　本実施形態の燃料電池システムにおいて、コンプレッサ目標回転数演算手段９１は、例
えば、駆動モータの動作状況などに応じて燃料電池１に要求される目標取出電流に基づい
て、この目標取出電流を燃料電池１から取り出すために必要な必要空気流量を求め、この
求めた必要空気流量を実現するためにコンプレッサモータに対して要求する目標回転数（
すなわち、コンプレッサ２の目標回転数）を算出する。
【０１４２】
　また、目標制限トルク設定手段９２は、例えば図２１に示すように、コンプレッサモー
タの回転数と上限トルクとの関係を表すマップを用いて、コンプレッサ目標回転数演算手
段９１で算出されたコンプレッサモータの目標回転数に応じて、コンプレッサモータのト
ルクが当該コンプレッサモータの能力を超えないように制限するための目標制限トルクを
設定する。なお、このとき、目標制限トルク設定手段９２は、上述した第１の実施形態に
おける目標制限トルク設定手段１０と同様に、コンプレッサ目標回転数演算手段９１によ
って算出されたコンプレッサモータの目標回転数をそのままマップの入力値として用いる
のではなく、図２１に示すように、一次遅れフィルタを用いてコンプレッサ目標回転数演
算手段９１によって算出されたコンプレッサモータの目標回転数に補正をかけた出力をマ
ップの入力値として目標制限トルクを設定することが望ましい。このように、コンプレッ
サ目標回転数演算手段９１によって算出されたコンプレッサモータの目標回転数に一次遅
れフィルタを用いて補正をかけた出力に応じて目標制限トルクを設定するようにすれば、
上述した第１の実施形態と同様に、コンプレッサモータの回転数の変動をなまして、目標
制限トルクの演算と燃料電池１からの取出電流制限値の演算との干渉を回避することがで
き、取出電流制限にハンチングを生じさせるといった問題を有効に抑制することが可能と
なる。
【０１４３】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システムでは、コンプレッサ目標回転数演算手段
９１でコンプレッサモータの目標回転数を演算し、目標制限トルク設定手段９２が、コン
プレッサ目標回転数演算手段９１で演算したコンプレッサモータの目標回転数に応じてコ
ンプレッサモータの目標制限トルクを設定するようにしているので、上述した第１の実施
形態の燃料電池システムの効果に加えて、以下のような効果が得られる。すなわち、コン
プレッサモータの回転数を検出して、その検出値に応じてコンプレッサモータの目標制限
トルクを設定した場合、コンプレッサモータの回転数制御精度によっては実際の回転数が
目標値から変動することがあり、それに起因して目標制限トルクの設定値が変動し、燃料
電池１からの取出電流制限値が振動的になる可能性があるが、本実施形態の燃料電池シス
テムでは、変動の少ない目標回転数に応じてコンプレッサモータの目標制限トルクを設定
するようにしているので、目標制限トルクの設定値を安定化させて、燃料電池１からの取
出電流制限値の振動を有効に抑制することができる。
【０１４４】
　（第１０の実施形態）
　次に、本発明を適用した第１０の実施形態の燃料電池システムについて説明する。
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【０１４５】
　第１０の実施形態の燃料電池システムの要部構成を図２２に示す。本実施形態の燃料電
池システムは、上述した第２の実施形態におけるコンプレッサ回転数検出手段９の代わり
にコンプレッサ目標回転数演算手段１０１を備え、上述した第２の実施形態における目標
制限トルク設定手段９の代わりに目標制限トルク設定手段１０２を備えたものである。す
なわち、本実施形態の燃料電池システムは、上述した第２の実施形態の燃料電池システム
のように、目標制限トルクとコンプレッサモータの現在のトルク値とに応じて燃料電池１
のカソードに供給する空気の圧力（燃料電池１のカソード運転圧力）に制限をかける構成
において、上述した第９の実施形態の燃料電池システムのように、コンプレッサモータの
目標回転数に応じてコンプレッサモータの目標制限トルクを設定するようにしている。
【０１４６】
　なお、本実施形態の燃料電池システムにおけるその他の構成や制御の基本部分は、上述
した第２の実施形態と共通であるので、以下、第１の実施形態との共通部分については図
中同一の符号を付して重複した説明を省略し、本実施形態に特徴的な部分についてのみ説
明する。
【０１４７】
　本実施形態の燃料電池システムにおいて、コンプレッサ目標回転数演算手段１０１は、
上述した第９の実施形態におけるコンプレッサ目標回転数演算手段９１と同様に、例えば
、駆動モータの動作状況などに応じて燃料電池１に要求される目標取出電流に基づいて、
この目標取出電流を燃料電池１から取り出すために必要な必要空気流量を求め、この求め
た必要空気流量を実現するためにコンプレッサモータに対して要求する目標回転数（すな
わち、コンプレッサ２の目標回転数）を算出する。
【０１４８】
　また、目標制限トルク設定手段１０２は、上述した第９の実施形態における目標制限ト
ルク設定手段９２と同様に、例えば図２１に示したようなコンプレッサモータの回転数と
上限トルクとの関係を表すマップを用いて、コンプレッサ目標回転数演算手段１０１で算
出されたコンプレッサモータの目標回転数に応じて、コンプレッサモータのトルクが当該
コンプレッサモータの能力を超えないように制限するための目標制限トルクを設定する。
なお、このとき、目標制限トルク設定手段１０２は、上述した第９の実施形態における目
標制限トルク設定手段９２と同様に、コンプレッサ目標回転数演算手段１０１によって算
出されたコンプレッサモータの目標回転数をそのままマップの入力値として用いるのでは
なく、図２２に示したように、一次遅れフィルタを用いてコンプレッサ目標回転数演算手
段１０１によって算出されたコンプレッサモータの目標回転数に補正をかけた出力をマッ
プの入力値として目標制限トルクを設定することが望ましい。このように、コンプレッサ
目標回転数演算手段１０１によって算出されたコンプレッサモータの目標回転数に一次遅
れフィルタを用いて補正をかけた出力に応じて目標制限トルクを設定するようにすれば、
上述した第９の実施形態と同様に、コンプレッサモータの回転数の変動をなまして、目標
制限トルクの演算と燃料電池１からの取出電流制限値の演算との干渉を回避することがで
き、取出電流制限にハンチングを生じさせるといった問題を有効に抑制することが可能と
なる。
【０１４９】
　以上のように、本実施形態の燃料電池システムでは、コンプレッサ目標回転数演算手段
１０１でコンプレッサモータの目標回転数を演算し、目標制限トルク設定手段１０２が、
コンプレッサ目標回転数演算手段１０１で演算したコンプレッサモータの目標回転数に応
じてコンプレッサモータの目標制限トルクを設定するようにしているので、上述した第２
の実施形態の燃料電池システムの効果に加えて、目標制限トルクの設定値を安定化させて
、燃料電池１からの取出電流制限値の振動を有効に抑制できるといった効果が得られる。
【０１５０】
　以上、本発明を適用した第１乃至第１０の実施形態の燃料電池システムについて詳細に
説明したが、以上の各実施形態は、本発明の一適用例を例示したものであり、本発明の技



(28) JP 4910345 B2 2012.4.4

10

20

30

40

50

術的範囲は、以上の実施形態の説明で開示した内容に限定されるものではなく、これらの
開示から容易に導き得る様々な代替技術も含まれることは勿論である。
【図面の簡単な説明】
【０１５１】
【図１】第１の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図２】目標制限トルク設定手段で目標制限トルクを設定する手法を説明する図である。
【図３】第１の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段の具体例を説明する制
御ブロック図である。
【図４】出力制限値演算部で電流制限値を算出する際に用いる出力制限マップの作成方法
を説明する図である。
【図５】第１の実施形態の燃料電池システムにおける燃料電池からの取出電流の制限とそ
の制限によるコンプレッサモータのモータトルクの応答との関係を示す特性図であり、（
ａ）は目標制限トルク設定手段で設定された目標制限トルクを補正することなくマップ入
力値として電流制限値を求める場合の例であり、（ｂ）は目標制限トルク設定手段で設定
された目標制限トルクをコンプレッサモータの現在のモータトルク値との偏差に応じて補
正した上でマップ入力値として電流制限値を求める場合の例である。
【図６】第２の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図７】第２の実施形態の燃料電池システムにおける空気圧力制限手段の具体例を説明す
る制御ブロック図である。
【図８】第３の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図９】第３の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段の具体例を説明する制
御ブロック図である。
【図１０】第３の実施形態の燃料電池システムにおける燃料電池からの取出電流の制限と
その制限によるコンプレッサモータのモータトルクの応答との関係を示す特性図である。
【図１１】第４の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図１２】第４の実施形態の燃料電池システムにおける空気圧力制限手段の具体例を説明
する制御ブロック図である。
【図１３】第５の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段の具体例を説明する
制御ブロック図である。
【図１４】第５の実施形態の燃料電池システムにおける燃料電池からの取出電流の制限と
その制限によるコンプレッサモータのモータトルクの応答との関係を示す特性図である。
【図１５】第６の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段の具体例を説明する
制御ブロック図である。
【図１６】第７の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図１７】第７の実施形態の燃料電池システムにおける出力制限手段の具体例を説明する
制御ブロック図である。
【図１８】第８の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図１９】第８の実施形態の燃料電池システムにおける目標制限トルク設定手段で目標制
限トルクを設定する手法を説明する図である。
【図２０】第９の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【図２１】目標制限トルク設定手段で目標制限トルクを設定する手法を説明する図である
。
【図２２】第９の実施形態の燃料電池システムの要部構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１５２】
　１　燃料電池
　２　コンプレッサ
　７　パワーマネージャ
　８　モータトルク検出手段
　９　コンプレッサ回転数検出手段
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　１０　目標制限トルク設定手段
　１１　大気圧センサ
　１２　出力制限手段
　１２ａ　入力制限トルク補正部
　１２ｂ　出力制限値演算部
　１２ｃ　制限部
　２１　空気圧力制限手段
　２１ａ　入力制限トルク補正部
　２１ｂ　空気圧力制限値演算部
　２１ｃ　制限部
　２２　空気圧力制御手段
　３１　出力制限手段
　３１ａ　出力制限値演算部
　３１ｂ　出力制限値補正部
　３１ｃ　制限部
　４１　空気圧力制限手段
　４１ａ　空気圧力制限値演算部
　４１ｂ　空気圧力制限値補正部
　４１ｃ　制限部
　７１　出力制限手段
　７１ａ　出力制限値演算部
　７１ｂ　出力制限値補正部
　７１ｃ　空気圧力対応補正部
　７１ｄ　空気流量対応補正部
　７１ｅ　空気温度対応補正部
　７１ｆ　制限部
　８１　目標制限トルク設定手段
　９１　コンプレッサ目標回転数演算手段
　９２　目標制限トルク設定手段
　１０１　コンプレッサ目標回転数演算手段
　１０２　目標制限トルク設定手段
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